
























































































































































本市では、今後の学校給食の方向性として、献立内容の充実、食物アレルギーへの対応及び給食施設・設備の
老朽化などの課題に対応するため、既存の学校給食施設の集約化を図り、市内３か所に学校給食センターを建
設することとしている。

１か所目となる長崎市北部学校給食センターについては、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促
進に関する法律（PFI法）」に基づき整備し、令和４年１月から供用開始している。

残り２か所のうち（仮称）長崎市中部学校給食センター（以下「中部学校給食センター」という。）については、令和
５年９月20日に事業者と事業契約を締結し、令和８年９月の供用開始に向け事業を進めている。

１ 事業概要

債 務 負 担 行 為 設 定
期 間

限度額
（設定額）ページ 事 項

９ 学校給食センター整備運営事業
（中部地区）

令和6年度から
令和23年度まで

130,769  千円
に金利変更、物価変動及び食数変

動を基に改定される事業費の増加額
を加算した額

件 名 （仮称）長崎市中部学校給食センター整備運営事業

債務負担行為限度額 １４，２４７，３００，０００円（税込）

契約金額 １３，９９２，４４２，６７４円（税込）

相手方

株式会社 長崎中部学校給食サービス

代表取締役 嶋田 達哉

所在地 長崎市岡町９番１号

契約期間 令和５年９月２０日（議会の議決を得た日）から令和２３年７月３１日まで

契約の方法 随意契約

事業概要 設計業務、建設・工事監理業務、開業準備業務、維持管理業務、運営業務
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（仮称）中部学校給食センター整備運営事業を進めるなかで、設計業務費及び建設工事費の増が生じたことか
ら、債務負担行為限度額の設定を行うもの。

２ 債務負担行為限度額増額の理由

３ 事業費及び財源内訳

増額前 増額分

事業名 学校給食センター整備運営事業（中部地区）

期間
令和５年度～令和23年度
（運営期間：R8.9～R23.7）

事業契約締結 令和５年９月

限度額 14,247,300千円 130,769千円

事業費内訳

施設整備費
維持管理・運営費

小 計
消費税相当額※1

合 計

5,006,774千円
7,719,722千円

12,726,496千円
1,265,947千円

13,992,443千円

施設整備費
維持管理・運営費

小 計
消費税相当額※1

合 計

116,690千円
2,250千円

118,940千円
11,829千円

130,769千円

財源内訳
国庫支出金※2

地方債※3

一般財源

589,667千円
3,197,600千円

10,205,176千円

国庫支出金※2

地方債※3

一般財源

0千円
76,500千円
54,269千円

※1：施設整備費の中には、非課税の割賦手数料が含まれており、小計の10％とは一致しない
※2：学校施設環境改善交付金 補助率1/2・1/3
※3：学校教育施設等整備事業債 充当率90％・75％（交付税措置率50％(財源対策債分のみ)）
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（１）多目的広場等の変更

ア 概要
中部学校給食センター敷地内に整備する多目的広場については、給食センター稼働日は従業員駐車場と

して利用する予定であったが、地域との協議のなかで、給食センター稼働日も地域が利用できるようしてほし
いとの強い要望があることから、敷地内に新たに従業員駐車場を確保するため設計を変更するもの。

イ 経緯・経過

４ 増額項目の内訳

時期 内容

R6.4.8 建築基準法に基づく利害関係者からの意見聴取（公聴会）
【多目的広場の利用に係る地域の意見】
多目的広場が従業員駐車場を兼ねるという認識はなかった。平日も多目的広場
をグラウンドゴルフや子ども遊び場として地域で利用できるよう再検討してほしい。

R6.4.10～4.12 地元自治会長及びグラウンドゴルフ団体とこれまでの説明内容を確認

R6.4.12～4.25 PFI事業者と地元の意見を反映した設計変更案の協議・作成

R6.4.26～5.2 地元説明会及びグラウンドゴルフ団体に設計変更案を説明
・設計変更案について承諾

R6.5.21～5.24 旧川平小学校区の４自治会長へ説明
・設計変更案について承諾

R6.6～ 設計変更案をふまえて、基本設計・実施設計を作成
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（１）多目的広場等の変更
ウ 変更前配置図

４ 増額項目の内訳
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（１）多目的広場等の変更
エ 変更後配置図

４ 増額項目の内訳
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（１）多目的広場等の変更

オ 事業費

【設計業務】：外構変更計画案の検討・資料作成、関係機関との調整、設計図書変更

４ 増額項目の内訳

項目 増額前 増額後

設計業務費 63,800千円 68,398千円 （+4,598千円）

（税込）
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【参考】ドクターヘリ

（配置図）

中部学校給食センター敷地内にドクターヘリの離着陸が可能な多目的広場を整備する計画とし、事業者も
一定の面積を確保していたが、ドクターヘリの運航会社と協議を行うなかで、ヘリの離着陸には35メートル四
方の空地が必要であることが判明した。

近隣２か所にヘリの離着陸場があること、長崎大学病院のドクターカーの運行でカバーできる地域であるこ
とから、当該地域の緊急搬送等は十分補えると判断し、ドクターヘリの離着陸場を整備しないこととする。

ドクターヘリ離着陸場の整備

Ⓗ
(35m×35m)
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【参考】ドクターヘリ

近隣のドクターヘリ離着陸場

中部学校給食センター建設地

三ツ山グラウンド

（出典：GoogleMap）
・中部学校給食センター ⇔ 三ツ山グラウンド 3.0km 車で約6分
・中部学校給食センター ⇔ 川平グラウンド 2.0km 車で約4分

川平グラウンド
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（２）雨水貯留槽の新設
ア 概要

中部学校給食センター建設地は浦上川に隣接しており、敷地内への雨水は浦上川に接続している排水管
により排水している。浦上川を管理する長崎県と協議を行うなかで、給食センターの整備に伴い建物面積や
アスファルト舗装の面積が増加することにより、雨水が地下に浸透することなく浦上川に排水され、敷地内か
ら流出する雨量が約24％増加することが判明したため、周辺及び下流域の治水対策として雨水貯留槽を設
置するもの。

イ 雨水貯留槽新設の必要性
中部学校給食センター整備運営事業は、都市計画法に基づく開発行為にはあたらず、雨水貯留槽等の対

策を講じる法的義務はないが、建設地が第１種住居地域であり、建築基準法上の用途が工場となる給食セ
ンターの建設にあたり、周辺の住環境を害さない必要があること、また、浦上川を管理する長崎県から雨水
排出対策を講じるよう要請があっていることから、雨水流出対策を講じる。

ウ 雨水貯留槽のイメージ

４ 増額項目の内訳

既製品貯留槽
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（２）雨水貯留槽の新設

エ 配置図

４ 増額項目の内訳

【雨水貯留槽（イメージ）】
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４ 増額項目の内訳

（２）雨水貯留槽の新設

オ 事業費

項目 増額前 増額後

設計業務費 ― 1,353千円 （+1,353千円）

建設工事費 ― 18,843千円 （+18,843千円）

維持管理費（定期清掃） ― 2,475千円 （+2,475千円）

計 ― 22,671千円 （+22,671千円）

（税込）
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（３）アスベスト処理

イ アスベスト調査の目的

４ 増額項目の内訳

調査実施者 調査目的

長崎市
事業者募集にあたり、事業者は解体工事の工法や費用、工期などを算定する必要
があることから、本市において工事費や工期に大きく影響すると思われる外壁、内壁
等の吹付仕上げ塗材部の調査を実施。

事業者
解体工事の着手にあたり、大気汚染防止法に基づき、解体工事の請負業者として調
査を実施。屋根、床など本市の調査箇所以外を調査。

ア 概要
中部学校給食センターは旧川平小学校跡地に整備するため、校舎等を解体する必要がある。事業者募集

にあたり、事前に本市でアスベスト調査を実施していたが、解体工事着手にあたり事業者が実施したアスベ
スト調査において、本市が行った吹付仕上げ塗材以外の建材にアスベストが含有されていることが判明した
ため、アスベスト処理に伴う解体費用の増額を行うもの。
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（３）アスベスト処理
ウ アスベスト調査結果比較

４ 増額項目の内訳

調査か所
事前アスベスト調査

（R3.6月市実施）
アスベスト調査

（R6.5月事業者実施）

校舎棟 〇※1 〇

・屋根 － 〇

・外部 〇 ×

・内部 ○ 〇

渡り廊下 〇 －

特別教室棟 〇 〇

・屋根 － 〇

・外部 × ×

・内部 ○ 〇

体育館 〇 〇

プール × 〇

機械室 × 〇

プロパン庫 × 〇

（6/11か所※2 ） （9/17か所）

（3/3か所）

（3/6か所） （0/2か所）

(3/5か所） （6/12か所）

（1/5か所）

（0/3か所） （0/1か所）

（1/2か所） （3/7か所）

（0/2か所） （3/4か所）

（1/1か所）

（0/1か所） （1/1か所）

※１ ○：調査の結果、アスベストが検出されたもの ×：調査の結果、アスベストが検出されなかったもの

※２ 調査か所数のうち、アスベストが検出されたか所数

（1/7か所） （6/13か所）

（1/1か所）

（1/4か所） （5/11か所）

（0/3か所）
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（３）アスベスト処理

エ 事業費

４ 増額項目の内訳

項目 増額前 増額後

建設工事費（解体工事費のみ） 206,723千円 308,693 千円 （+101,970千円）

（税込）
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当該変更に伴う工期及び供用開始時期への影響はない。

５ スケジュールへの影響

（４）増額項目のまとめ

今回の増額に係る項目と増額前後の内訳は以下のとおり。

４ 増額項目の内訳

項目 増額前 増額後

（１）多目的広場等の変更（設計）
63,800千円 69,751千円

（+4,598千円）

（+1,353千円）（２）雨水貯留槽の新設（設計）

（２）雨水貯留槽の新設（建設）
5,027,157千円 5,147,970千円

（+18,843千円）

（+101,970千円）（３）アスベスト処理（建設）

（２）雨水貯留槽の新設（維持管理） 630,258千円 632,733千円 （+2,475千円）

（４）その他の増（（１）～（３）に伴う諸費用） 116,748千円 118,278千円 （+1,530千円）

（１）～（４）合計 5,837,963千円 5,968,732千円 （+130,769千円）

（税込）
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【参考】サービスの対価の改定

◆サービスの対価
事業期間中、市が事業者に支払うサービスの対価で、「設計及び建設工事等業務のサービスの対価」と「維

持管理及び運営業務のサービスの対価」から構成され、事業契約書に基づき、一定の物価変動等が生じた場
合、対価の改定を行う。

１ 「設計及び建設工事等業務のサービスの対価」の改定

ア 概要
事業契約書に基づき、提案書提出時点（令和5年4月）と解体工事着工時点（令和6年7月）の建築費指数

を比較して生じた1.5ポイントを超える差分に応じてサービスの対価の改定を行うもの。
また、割賦で支払うために必要な割賦手数料は、施設引渡し前に確定する基準金利に基づき算出する。

イ 算出根拠
①物価変動率 ＝ 【解体工事着工時の建築費指数÷提案書提出時の建築費指数】－1

＝ 【134.1（令和6年7月）÷124.2（令和5年4月）】－1

≒ 0.079（小数点以下第3位未満端数切捨て）

②契約時の建設工事費 ＝ 4,570,142,380円

③改定後の建設工事費 ＝ 提案時の建設工事費×(（1＋①物価変動率)－0.015) 

＝ 4,862,631,492円

増額分 ＝ ③改定後の建設工事費 － ②契約時の建設工事費

＝ 4,862,631,462円 － 4,570,142,380円

＝ 292,489,112円 （税込：321,738,023円）

算定に用いる指数

「建設物価 建築費指数（工場）」（一般財団法人 建設物価調査会）
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２ 「維持管理及び運営業務のサービスの対価」の改定

ア 概要
事業契約書に基づき、直近の指数の平均値と前回改定年（初回の改定時に対しては令和4年1月から令

和4年12月まで）の指数の平均値と比較して3ポイントを超える差が生じた場合は次年度分以降のサービス
の対価の改定を行うもの。

また、事業年度を通して1日あたりの食数が9,000食未満、12,000食以上となる場合はサービスの対価の見
直しについて事業者と協議を行う。

イ 算出根拠（事業契約書より抜粋）

【参考】サービスの対価の改定

＜初回の改定の算定式＞ ＜2回目以降の改定の算定式＞

・Pn＝P5×（CSPI（n-1）/CSPI4） ・Pn＝Pｒ×（CSPI（n-1）/CSPIｒ）

凡 例 説 明

P5 事業契約締結時の各年度分の各サービスの対価の支払額

Pn 令和n年度分以降の各サービスの対価の支払額

Pｒ 前回改定時（直近）のr年度分以降の各サービスの対価の支払額

CSPI4 令和4年1月から令和4年12月までの指数の年間平均値（確定値）

CSPI（n-1） 令和(n-2)年9月から令和(n-1)年8月までの指数の年間平均値（確定値）

CSPIｒ 前回改定時（直近）の令和(r-2)年9月から令和(r-1)年8月までの指数の年間平均値（確定値）

項目 算定に用いる指数

維持管理費 消費税を除く企業向けサービス価格指数「その他諸サービス（建物サービス）」（日本銀行調査統計局）

運営費 消費税を除く企業向けサービス価格指数「その他諸サービス（給食サービス）」（日本銀行調査統計局）

光熱水費 消費者物価指数（長崎市）「光熱・水道」（総務省統計局）
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ウ サービスの対価の改定時期について
維持管理費、運営費及び光熱水費に係るサービスの対価の支払いは、中部学校給食センターが供用を

開始する令和8年度からであるため、前年度である令和7年度に初回の改定を予定している。
なお、参考として令和6年度の直近の指数を用いて試算した結果は以下のとおり。

【参考】サービスの対価の改定

＜初回の改定の算定式＞

・Pn＝P5×（CSPI（n-1）/CSPI4）

・P7＝契約時の各サービスの対価の支払額×（令和5年9月から令和6年8月までの指数の年間平均値（確定値）/

令和4年1月から令和4年12月までの指数の年間平均値（確定値））

【①維持管理費】 CSPI（n-1）：105.016 － CSPI4：102.900 ＝ +2.116 ＜ +3.0（改定なし）

【②運営費】 CSPI（n-1）：108.991 － CSPI4：102.516 ＝ +6.475 ＞ +3.0（改定あり）

・P7＝5,835,560,620円（運営費総額）×（108.991（R5.9～R6.8の指数平均値）/102.516（R4.1～R4.12の指数平均値））

＝6,203,220,936円（+367,660,316円）

【③光熱水費】 CSPI（n-1）：103.791 － CSPI4：110.300 ＝ ▲6.509 ＞▲3.0（改定あり）

・P7＝1,311,199,163円（光熱水費総額）×（103.791（R5.9～R6.8の指数平均値）/110.300（R4.1～R4.12の指数平均値））

＝1,232,527,207円（▲78,671,956円）

【増減合計】

① 0円 ＋ ② 367,660,316円 ＋ ③ ▲78,671,956円 ＝ +288,988,360円（税込：317,865,300円）
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